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我が國に日光節約法を實施ぜよ

京都帝國大筆教授　理學博士　山　本　一　清

　自分は多年にわたの世界の各地に行はれる標準時の制度を研究し，富家と國

民生活，及び立際關係等について，此の問題が非常に重大なものであることを

認識しつSあった．從って，昭和8年に満洲國が生れたときにも，同國が始め

標準時として心用したグリ＝チ東経120。の標準時，帥ち我が國の“西部標準時’

について，國民の経濟，風紀，保健等め諸：方面から研究熟考した結果，むしろ

同國のためには東経1350の子午線を基準とするの有利なるを主唱したのである

が，幸ひ，此の主張は納れられて，康徳4年初頭から認れは同國に探諭せられ

るに至った．

　つV・で，自分は我が窒溝や琉球酉部地方の如き，永V・闇所謂“西部標準時”

を用みてみる地方のためにも，特に種：々の見地から考究の結果，容れ亦“西部

標準時”を棄てX，むしろ“中央標準時”に合流することが，佳民の輕濟，風

紀，保健等の各方面から利釜が多いことを勧説した．断れも幸ひに有識者の納

るL所となpi，豪濁は昭和12年］0月初めから標準時を改めた・

　満洲國の場合にも，叉，豪濁の場合にも，共に“西部標準時”を棄てN，我

が“申央標準時”に合流することの三二は，前記の二二，風紀，保健の3方面

の便利のほかに，禽ほ一つ，我が國の内地との交通及び通信上にも頗る便利多

きこと，言ふまでもない．さきに，自分の主張に賛意を表した人士の中には，

殆んど経濟，風紀，保健等の重要な見地を忘れて，專ら交通々信上の利釜のみ

を高調した人もあった位で南る．自分も，交通や通信上の國際的利便といふ一

事を，やはり，始めから熱心に考慮し，3く，主張もした者であることは勿論で
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あるけれど，しかし，他方から考昏て見るとJ眠くも一猫二二州民の生活プロ

グラムを律すべき標準時としては，先づ二二の關記する諸問題を圭とし，之れ

に封して，國際的の問題は寧ろ從として考慮しなければならなV・といふのが，．

自分の傭らざる意見なのであることを，こsに明言して置く．一但し，蔓遡

島の場合は，豪灘が一雨立國では無くて，内地に近い一二領である見地から見

て，内地との交通々信上の便不便の問題を，満洲國の場合よりも其れ以上に重

要覗しなければならないことは言ふまでもなv・．此の瓢も亦，豪溝に封ずる自

分の特殊の意見として，こしに二者諸氏の一顧を煩はして置く．

　近頃，自分は，叉，東亜時局の動きに促がされて，東洋一帯，殊に北支と中

支の各地方に濡する標準時の問題を考究し，途に“三七や中支も二二が中央標

準時を採用すべきである”といふ結論に到着して，二三の機會に詰れを爽表し

（‘8天界”第205號，及び“急報”第289號），世の有識者に問ふたが，最近の新

聞報によれば，（偶然か，符合か！？）北言及び内蒙の我が皇軍部では，去る4月

20日以後，我が日本中央標準時を使用する旨を公表したのは，實に賢明でもあ

り，叉，愉快なるニウスであった．自分としては，北支中支内蒙の各方面の…般

官民が，我が軍部の賢策を其のま・S濫用し，1日も早く此の蒲標準時制に篠らん

ことを望む次第である．尤も，くりかへし自分力滋に述べて置きたV・ことは，

皇軍部關係者がいち早く我が“中央標準時”を探記したことは，或は専ら本國

との交通々信証の利便を狙ったのであるかも知れないけれど，しかし，自分が

支那在佳民のために主張する新標準時は，先づ一一me三民の経濟風紀保健上の二

心を主として見，乱れに簑ねて，支那の新政灌と關係の密接な我が國や満洲國

との交通々信上の利便を從として考慮した結果であること，言ふまでもなV・．

　さて，上記の如く，満洲國，皇灘，及び支那方面の愚民の生活上に，自分が

繰り返して，経鼻，風紀，保健の3方面の利払を主張してみる理由は，一言に

して言へば，今rl，世界到る所の“近代生活”に於いて，人々は著しく自然の

日光の恩恵を無品し，一一一．般に朝ね坊と，夜更かしである事實を，極めて合理的

に修正せんとする主意に出でたものであって，從って，之れは夙に歓米に於い

て二二ぜられてるる“日光節約法”（俗に言ふ“夏期時刻制”）の主意と酷似する

ものである・但し，自分は，…方に於V・て，歓米流の“El光節約法”を共のま
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Sを探り入れることに賛成しないのは，彼地で只此の時刻制を夏の牛年だけ用

みるため，一年に2回も時計の指針を攣動させることにより，“時刻の椴威”

を失墜するの愚を學びたくないからである．

　抑も，現今，激米に行はれる“日光節約法”なるものは，1907年二二，英人

W・Willett，　R・Pearce等の主唱により，1916年から，大戦中の油島生活合理

化のために實施され，其の後数年内に激米の殆んど絡ての國が同様な方法を探

用したのであったが，大晶晶了と共に，以る國々は之れを塵Iしした．しかし，

大多数の國家や都市は今尚ほ夏期高年にわたって之れを實施してみる．

　只，前にも記した通り，春と秋と，毎年に2回，時計の指針を攣動ずるため

の法令と，手績きとが面倒であるのだが，日光節約の結果から見ると，其の利

盆の多いことも明瞭なので，最：近には，1930年6月16日以後，ロシヤが先づ此

の日光節約法を（牛年と限定せす）むしろ永久のものとし，次いで，メキシコ，’

チリの爾國，及び米國シカゴ市も最近に此の法を，全年通じて實施することに

した．満洲國，朝鮮，壷濁は，此の鮎に於いては，東洋方面に於ける此の新式

の標準時制をリ1ドするものであり，自分の希望によれば，新興の支那政樺も

此の薪機運に参加されんことを期待する次第である．

　回し，人類が，原始時代の如き生活方式に齢って，毎日，日出と共に起き，

日淡と共に就眠休養するのならば，標準時は殆んど自然心慮のまNで好いわけ

である・しかしながら，現代の文化生活者は，夜の時闇を極めて長く生活の重

要なる一品として使用すると共に，當然の結果として，朝の床より起き上る時

刻が遅くて，日出よりも頗るお・くれ，二って，午前中の業務を始める時刻も頗

るおそい．そして此の傾向は，文化の欄熟進展と共に晶々甚だしくなる．自分

は今まで幾度も海外に族行して，此うした世相の激しいのに，實に驚いた冷点

を多く持ってるる．今日，世界を見渡して，比較的に早起き早寝をし，よく業

を働む國民は英米猫あたりであって，懸れに反し，朝ね坊と夜更かしの甚だし

いのは佛，伊，スペイン，ロシヤ，中南米諸國等である．しかし，何所に於い

ても，自然の傾向に委せて置いて，朝起き早寝を促すものは，日光節約法以外

には絶封に無い．

　さて，我が國の高高生活を見るに，注意を要する鮎が決して皆無ではない．
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尤も，世界の各三民と比較して見ると，我が日本三民の生活は，朝ね坊や夜更

かしと言ふよりも，むしろ早起き早寝の方であると言って好いかも知れない．

之れには，古來，我が國の家庭に於いて，一般に，朝早く起きることを善風良

俗として，幼少の時より父兄が訓育する傾向があるによる．西洋人が日渡を樂

しむに劃して，我が國民が朝日の昇る雄肚なる姿を崇拝する習慣は，世界無比

のもので，叉，實に尊き日本精示申の現はれであるとも言ひ得るのである．

　しかしながら，此の朝起きの良風美俗が，事忌，果して昔時の如く，今日も

我が國民…般に立派に行はれてるるか，否か？　殊に，此の黙につき，我が三

内に於いても，田舎と二二地とを比較し，叉は，農民と商工民と，自然人と文

化人とを比較して見る場合には，卒直に見て，三内，到る所に，早起き早寝の

良風が，何の心配も無く，立涙に行はれてるるとして，識者をして安心せしめ

得なVOものがある！1我が國も，やはり，世界の“文化”の流れに載ってみる

以上，Hl舎よりも都會の人士が，叉，自然生活者よりも交化生三者の方が，著

しく“世界の流れ”に押され勝ちで，夜間の融交や徴樂は愈々三々甚だしく，

從って，朝起きの美風が漸次消えて行く事實を見誤ることは出來ない．

　自分は，我が國にも此うした生活堕落の傾向が著しいことを，勿論，可なり

二二から看取してみた．殊に，さきには満洲國やi薮遼のために，最近には叉，

支那の三二民衆のために，日光節約法の原理を採り入れた新標準時制を考究し

主唱した自分であるから，當然，其の最も愛する三三“日本”のために，最も

合理的な標準時制の制定を，決して忘れては居なかったのである．一しかし

ながら，一方に於いて，新興a．）滞支三三のための新制度の促進を急ぐ心で一ぱ

いであったことと，他方に於ては，日満二相〕璽聞の國以上の利便を今は特に重

要覗する心から考へて，姑く我が阻國“日本”のための猫自的な新制度の主張

を延期してみたのであった．

　しかしながら，時局は，昨年以來，三二し，東亜の天地を聖化する大目的を

以って，今や我が國は，朝野を墨げ，上下心を一にして，前古未曾有の非常時

罷制により，勇往適進しなければならなV・時機に際回したのである．今は眞に

全“國力”を傾けての奮圖努力を必要とする時である．三民は，老若男女の別

を問はす，“富家総動員”，“國民精神総動員”の聲を大にし，萬事の緊張，節
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約，勤勉，眞攣の伊野を以って，國家の運命に殉ずる決心を，日常の生活と言

行に生かして，進まねばならない．

　蜘こ於いて，自分は，“今こそ我が國民が，多少の犠牲を佛っても，努力し．

つL，勇を奮って，毎朝，日の出と共に起き，日光の輝く聞は刻苦奮働し，夕

暮れには，日渡と共に休養に入り，鰍樂や引割を棄てS，次ぎの日のために英

氣を養ふとV・ふ一純眞卒直な生活プログラムを實行すべきであると考へるも

のである．此の見地に立って，自分は，國家のために，敢へて國内に日光節約

蓮動の起らんことを切望するや，急である．依って，自分は，去る4月20日，

愼重熟慮：の末，近衛内閣絡理大臣以下，諸大臣大宮に宛て，下の如き建白書を

提出したのである．

建 白 書

　今や我が大III本面心ハ未曾有ノ重大時局二際倉シ，朝野ヲ塁ゲテ協カー一一

致，出丸ニワタリ緊張節約ノ精曲げ以テ日常ノ生活方針ヲ更新スベキ時機

ナリ・此ノ時二當リ，小官ハ，叢二敢ヘテ不省ヲ顧ミズ，貴官二面シ，日光

節約法ノ即刻實施ヲ現下ノ非常時局心乱ケルーtt・大國家政策トシテ建言シ，

上下官民一般ノ賛同ト實行トヲ促シ，以テー腰高力ノ充血ト焚展トヲ大ニ

センコトヲ熱烈二期待スルモノナリ．

　日光節約ノ具艦的方法トハ他ニアラズ，只，軍二全國ノ標準時刻ヲー齊

二一一・桾ｷダケ：早メルコトニヨリ，即チ，國内ノ在ラユル時計ノ指針ヲー一時

間ダケ虫拳ルトイフ手績ノミナリ．言ヒ換フ1ノバ，政府が只適當ナルー法

令ヲ獲スルコト酌量リ，全國ノ時計ヲ薪シキ統制圏内二上キ入レ，自民ヲ

シテ此ノ新時刻制ニヨリ日常生活ヲ律セシムルコトヲ期スノLナリ。

　若シ右ノ如キ時刻統制法が實行サルル場合ニハ，國．毘全部ノ生活「プロ

グラム」ガ，書i夜ノ］匠別ナク，從來ヨリモ総艦的＝1時蘭ダク・早メラルル

コトトナリ，其レニヨリテ，

（1）電燈電力等ノ大節約ト，之レニ俘フ國伊勢濟生活ノ緊縮ト合理化トヲ

　齎シ，

（2）困民一般二劃シテ自然的二朝起キト早寝トヲ張制スルコトトナリ，以

　テ日々ノ生活精示申ヲ緊張セシメ，・

（3）叉，日嵩ト共二二キ，日湊ト共二休養スル良風ヲ促進スルコトニヨ

　リ，國民ノ保健生活上ニモー一i大飛躍的利下ヲ來ラシムルコト必然ナリ．



2・　38 我が國に日光節約法奄實施dよ 天界206

、EPチ，コノ方策＝ヨリ，國民生活ノ経濟ト風紀ト保健トノ三方面二項テ歴

然タル効果ヲ學グルコトヲ期待シ得ルモノニシテ，之レ帥チ，今日ノ非常

時日直封スル丹州総動員，國民精神総動員，電力統制並ビニ節約ノ大主旨

西向ツテ國民各個ノ生活ヲ適確二合致セシムルコトトナリ，正＝一利アリ

テ，一害ナキモノト信ズ．

　因二，所謂「日光節約法」ノ、心隔各國二於テ，一九一・六年以來俗＝「夏

期時刻」ノ名ノ下二廣ク實施セラレ，國二二濟其ノ他百般ノ上二多大ナル

効果ヲ學ゲテ今日二及ベルモノナリ．然レドモ我が國ノ如キ地理的二緯度

ノ小ナル地域二階テハ，蕾二夏期ノミナラズ，ムシロ三年ヲ通ジテ，之レ

が實施防蝕ル利釜ヲ基ゲ得ルモノナリ．

右建白ス

　昭和十三年四月二十目

　　　　　　　　　　　　　　　京都帝國大學教授　山　本　一　清

近衛内閣総理大臣

末次内務大臣

瀧企劃面面裁

杉山陸軍大臣

木戸文部大臣

米内海軍大臣

木戸厚生大臣

（但し，こSに“我が國”とV・ふ言葉には，特にi蓑溝を含まないことを意味す

る・上記の如く，豪灘は，満洲國と共に，此の丈の主旨に合致する如き日光節

約のための新標準時を，既に昨年から實施してみるのであるから，此の上，我・

が本國の時刻政策に追從する必要はない．豪濁は，既に一歩を先んじて，我が

國の内地のための模範となってみるのであるから・）

　今日，我が岡岬が，上記の趣旨によって，日光節約法を實行ずるに至る場合

に，國内的には“百利あって一害無い”ことは勿論である．しかし，之れを國

際的の見地から見る場合に，薮に多少の不便を経験しなければならない黙を，

自分は知ってみる・其れは即ち，満洲，支那，嘉永の各地方と，我が國とが，

近年幸ぴに同一の標準時を施行するととによって獲た新しい利便を，こ曳に再

び失ひ，彼我の交通や通信事務に多少の不便を見るに至ることである．しかし

ながら，大局よ．り馨れを見て，國際的の便利と，平内の生活合理化と，果して

何れを重大硯すべきであるか？　此の黒に於V・てこそ，國家の非常時に服する

大精示申により善塵，英断すべきものであることを，自分は信ずる．
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上に繰り返した如く，國内の時刻統制による生活プログラムの合理化は，其の

何國たるを問はす，國民全部の關與する問題である・之れに反して，國際關係

の事務にたつさはる者の大部分は，極めて少数にして優秀なる技術者である・

故に，大局より見て，日光節約法を適用することは，現下の我が國に：緊急の重

要事たること，些かも疑ひ無V・所である．（1938，4，30）

　　　　　　（表紙第3面二二・・東亜の標準時劇”を参照されたい）

トラック走者の時間を測る

米國カリフオニや大學の物理国者Laurence　E．　Dodd，　W．　W．　Harper爾博

士は運動競技のトラック走者や，自動車のスピードを，1000分の1秒まで正確

に測る考案に域増した．之れはピストルの筒口に銅線を引き，留れに電流を通

じて置いて，蛮野と同時に此の銅線が切断され，電流も切れる一一其の一一wa時

刻を精密時刻で測ることとする．又，決勝勲では，テ1プの所に光線を通じ，労

れが切れることを光電池の作用で電流に通じ，同様にして標準と比較するとい

ふ仕かけである・勿論，何れも精密な器械なので，取扱ひには熟練を要する．

　爾博士が實地について試験した所では，走者の牛歩を，普通のストプ・ヲチ

で3．9秒と測ったのに即し，爾博士は4．025秒と測った．更に叉，或る場合，走

者の下聞が丁度10秒とストプ・ヲチに現はれたけれど，爾博士の測定に比較す

ると，降れはO．10秒だけ御なさけがあることが知れた．ストプ・ヲチは一般に

0・0斗秒乃至α12秒の誤りがあるξいふ．此の新法が今後廣く用ゐられる占ス

ポ1ツ界にも100分ノ1秒までレコ1ドが，やかましく言はれることになるだら

う．

　　　　　　「天界」原稿・瑠眞・廣告の締切日攣更

編輯の都合により「天界」の原稿・爲眞及び廣告の締切日を毎月25臼

（特に急な要するものは月末まで）に墾更します．

　☆　原稿は横書きで．文字は明瞭に．（原稿用紙御申越次第進呈）

　坤　投稿先は（艶出も同襟）京都市左京置吉田泉殿町59　山本　進

　→《別刷希望者はその旨附記されたし（但し，實費を要す）．


